台風12号豪雨災害救援ボランティアの募集について
宍粟市社会福祉協議会と佐用町社会福祉協議会（以下「社協」）では、このたびの台風１２号による豪雨災害で甚大な被害を受けた和歌山県南部の被災地での災害救援ボランティア活動を行うため、次のとおり災害救援ボランティアを募集します。

両市町社協では和歌山県社協からの要請を受け、９月９日から被災地の那智勝浦町社協へ職員派遣を行っていますが、派遣職員からの情報では、同町やその周辺市町の被害が甚大で相当数の救援ボランティアが必要とのことです。
ついては、２１年の県西北部豪雨災害で大変お世話になった両市町社協として、東日本大震災被災地へのボランティア活動の経験を生かし、このたびの台風による豪雨災害で被災されたみなさんへ出来る限りの支援がしたいとの思いで、災害救援ボランティア活動を計画しました。
宍粟市・佐用町の住民の方で、ご都合が付き、体力に自信のある方、ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。なお、宍粟市、佐用町以外からの参加も受け付けますが、募集人員の定員になり次第締め切ります。
　　　平成23年９月１３日
　　　　　　　　　問い合わせ先
■社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　宍粟市一宮町閏賀300番地

　　　　　　　　　　　　電話　0790-72-8787.及び　0790-72-2211

　　　　　　　　　　　　Fax　0790-72-8788

　　　　　　　　　　　　Email:  shakyo@shiso-wel.or.jp

            　　　　　　担当　　山本・田中
　　　　　　　

　　　　　　　　　　■社会福祉法人佐用町社会福祉協議会

     　　　　　　　　 佐用郡佐用町東徳久1946 南光地域福祉センター内
　　　　　　　　　　　電話　0790-78-1212　Fax 0790-78-1700
  　　　　　　　　　　Email:  sayo-shakyo@utopia.ocn.ne.jp

            　　      担当　　清水・竹田
　　　　　

台風１２号豪雨災害救援ボランティア募集・活動要項
１　実施日　　平成２３年９月１８日（日）～９月１９日（月・祝）

２　行き先　　和歌山県那智勝浦町
３　活動内容　被災家屋の片付けと水害で被害を受けた家屋の泥かき、泥だし

４　募集人員　３０名（大型バス１台）　宍粟市民・佐用町民の方を優先します。

５　受付日　　平成２３年９月１３日（火）～１６日（金）9：00～17：00

　　　　　　　（募集人員に達するまで）

　　　　　　　先着順で受け付けます。電話受付のみとします。
６　受付電話　０７９０－７２－８７８７（宍粟市社協）

０７９０－７８－１２１２（佐用町社協）

７　参加費　　７,000円＜９月１８日（日）の宿泊料・一泊二食付＞

８　行程等　　

（1） 集合時間・場所　９月１７日（土）２２時４５分

佐用町南光地域福祉センター駐車場
　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　２３時１５分　宍粟市役所駐車場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時に参加費を集めさせていただきます。
　　（２）行程

　　　　　９月１７日（土）２３時　　　　佐用町南光地域福祉センター出発
　　　　　９月１７日（土）２３時４０分　宍粟市役所出発（車中泊）
　　　　　９月１８日（日）　６時２０分　那智勝浦町到着
　　　　　９月１８日（日）９時～１６時　災害救援ボランティア活動
９月１８日（日）那智勝浦町内の旅館で宿泊
　　　　　９月１９日（祝）９時～１５時　災害救援ボランティア活動

　　　　　９月１９日（祝）着替え後１７時頃那智勝浦町出発

　　　　　９月１９日（祝）２３時　宍粟市役所　　２３時３０分　佐用町帰着
　　（３）応募にあたっての注意事項

　　　　　①７時間のバスの乗車　②往路は車中泊　③バスは男女混合

　　　　　④活動中のトイレ確保は困難等、相当過酷な行程・活動内容となります。

　　　　　　被災地では、行方不明者の捜索等も並行して行われており、危険が伴う作業

や重労働となる場合があります。

　　　　　　ボランティアが自分自身で安全や健康を管理することを理解したうえで参加
して下さい。体調が悪い方、体力に自信のない方はお申込みをお控え下さい。

また、期間中の飲料・食料（簡単に食べられるもの）・洗面具、マスク、タオ

　　　　　　ル、帽子、汚れてもいい作業着、着替え、長靴等は必ずご持参下さい。

なお、９月１８日・１９日の昼食は、主催者で簡単なお弁当を用意します。
９　その他

　　　万一の事故に備えて、災害特例型ボランティア災害共済に社協で加入します。
　　　泥かき等に使用するじょれん、角スコップ等ご持参いただけると幸いです。
